
フリーランスで働く人を保護するための
新法「特定受託事業者に係る取引の適正化
等に関する法律」が通常国会で成立しまし
た。フリーランスを巡っては、報酬支払い
の遅延や一方的な仕事の打ち切りなどのト
ラブルが多いことから、取引の適正化を図っ
ていくためにルールを定めるものです。施
行は公布後、1年
6カ月以内とされ
ています。
誰にも雇われ

ずに一人で事業を営むフリーランスは、 3
年前の政府調査では推計462万人（本業214
万人、副業248万人）いるとされています。
新法では、こうしたフリーランスを「特定
受託事業者」として保護の対象とし、仕事
を発注する企業を「特定委託事業者」とし
て、さまざまな義務や禁止行為を定めてい
ます。下請法における取引の適正化と、労
働法における就業環境の整備を合わせたよ
うなイメージです。
まず、取引の適正化では、発注者に対

して、契約時に業務内容や報酬額などを書
面や電子メール等で明示することや、発注
した仕事の成果を受け取った日から60日以

内に報酬を支払うことなどが義務化されま
す。また、一定の継続的業務委託では、特
定受託事業者に帰責事由のない受領拒否、
報酬減額、返品、内容の変更・やり直しな
どのほか、買いたたき、押し売り、金銭・
役務などの利益提供の強要などが禁止され
ます。
就業環境の整備では、フリーランスの育
児・介護に配慮することや、ハラスメント行
為に関する相談体制の整備などを発注者に

義務づけるととも
に、契約期間内に
発注者が中途解除
する場合には、原

則30日前までの事前予告が必要になります。
違反した事業者には、公正取引委員会な

どが助言、指導、報告徴収、立入検査、勧
告、公表、命令等を行い、命令違反や検査
拒否などに対しては50万円以下の罰金が科
されることになっています。現時点では制
度の骨組みが出来上がった段階で、今後、
実効性の確保な
どに向けて、政省
令・指針等で詳細
が詰められていく
予定になっていま
す。

2023

フリーランス保護法が成立
契約トラブル抑制に期待
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働きやすい職場を目指して

2

令和 2年 6月にパワハラ防止措置を事業主
に義務付けた改正労働施策総合推進法が施行
され（中小事業主への義務付けは令和 4 年 4
月から）、同時にセクハラやマタハラなど職場
のハラスメント防止対策全体が統一的に強化
されました。このとき、パワハラやセクハラお
よびマタハラの防止に向けて、関係各法およ
び指針において、国、事業主および労働者の
責務規定が定められています。
まず、「事業主の責務」としては、①職場に
おけるハラスメントを行ってはならないことそ
の他職場におけるハラスメントに起因する問
題に対する自社の労働者の関心と理解を深め
ること、②自社の労働者が他の労働者に対す
る言動に必要な注意を払うよう、研修その他
の必要な配慮をすること、③事業主自身（法
人の場合はその役員）が、ハラスメント問題
に関する理解と関心を深め、労働者に対する
言動に必要な注意を払うこと、などが定めら
れています。
次に「労働者の責務」においては、①ハラ

スメント問題に関する理解と関心を深め、他
の労働者に対する言動に必要な注意を払うこ
と、②事業主の講ずる雇用管理上の措置に協
力すること、などが定められました。
なお、「国の責務」としては、ハラスメント
問題への関心と理解を深めるための広報・啓
発等に努めることとされています。

事業主、労働者の責務規定において、注目
すべきは「他の労働者」という文言です。こ
の「他の労働者」には、他の事業主が雇用す
る労働者および求職者を含むと解されており、
さらには、労働者以外の者に対する言動につ
いても、その雇用する労働者が注意を払うよ
う配慮するとともに、事業主自身や労働者もそ
の言動に注意を払うよう努めることが望ましい
とされています。
つまり、取引先等の他の事業主が雇用する
労働者、就職活動中の学生等の求職者、個人
事業主などのフリーランス、インターンシップ
を行っている者など、労働者以外の人に対す
る言動についても、事業主は、次回以降見て
いく「雇用管理上講ずべき措置」を参考に必
要な対策を講じていくことが求められていると
いうことです。
例えば、昨今、悪質なケースが見受けられ

るとされる就職活動中の学生に対するセクハ
ラ事案などは、ＯＢ・ＯＧ訪問等の際に起こる
ことが多いといいます。あらかじめ従業員に
対して必要な研修などを実施し、学生と接す
る際のルールを決めて周知するなど、未然の
防止に努めることが肝要といえます。
また、これらの学生からハラスメントに関す
る相談があった場合にも、会社としてその内
容を踏まえ、適切に対応する必要があるとい
えます。

令和２年の改正労働施策総合推進法の施行により、パワハラ

防止対策が事業主に義務付けられるとともに、セクハラ・マタ

ハラ防止対策もそれぞれ男女雇用機会均等法、育児・介護休業

法の改正で強化されています。今回から事業主に義務付けられ

たハラスメント防止対策について見ていきます。

事業主の責務に基づき
広範な防止対策も

? !ハラスメント

考える
を

第14回
ハラスメントにおける関係者の責務
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情報漏えいで懲戒解雇
一審は退職金３割を認容
昭和62年４月にＭ銀行に採用されたＸは、
平成26年５月頃から平成29年11月頃まで、銀
行の非公表情報を出版社等に漏えいさせ、そ
の情報が雑誌や新聞社のブログに掲載されま
した。同銀行は、調査・面談のうえ、平成30
年３月にＸを懲戒解雇とし、「懲戒処分を受
けた者に対する退職金は減額または不支給と
なることがある」とする退職金規程に基づい
て退職金を不支給としました。
Ｘは、懲戒解雇の無効を主張し、退職金の
支払い等を求めて訴訟を提起。一審（東京地
裁令２・１・29判決）は、懲戒解雇を有効と
したうえ、退職金不支給に関して、情報漏え
いは企業秩序に対する重大な違反行為としな
がらも、具体的な損失が銀行にあったとする
証拠はないなどとし、Ｘの長年の勤続の功を
完全に減殺してしまうほどの信義に反する行
為とまでは評価できないとして、退職一時金
および退職年金のそれぞれ７割不支給が相当
であると判示しました。
これまで退職金不支給を争う裁判において
は、前記一審のように退職金には功労報償的
性格・賃金後払い的性格が有することを踏ま
え、就業規則の退職金不支給・減額規定を限

定解釈し、全額不支給は永年の功を抹消する
ほどの重大な背信行為がある場合にのみ許さ
れるとする判断が通例ですが、控訴審の判断
は別の考え方を示しています。
控訴審はまず、懲戒解雇処分者は、原則、
退職金を不支給とすることができると解され
るとします。そのうえで、「懲戒解雇事由の
具体的な内容や、労働者の雇用企業への貢献
の度合いを考慮して退職金の全部又は一部の
不支給が信義誠実の原則に照らして許されな
いと評価される場合には」、裁量権の濫用に
なるとします。
本件では、銀行業にとって「情報の厳格な
管理、顧客等の秘密の保持は、他の業種にも
増して重要性が高く、企業の信用を維持する
上での最重要事項の一つである」とし、Ｘの
行為はＭ銀行の信用を大きく毀損する行為で
あり、悪質であると認定。退職金の全部を不
支給とすることが、信義誠実の原則に照らし
て許されないとはいえず、裁量権の濫用には
当たらないと判示しました。
なお、「勤続の功績と非違行為の重大さを
比較することは、一般的には非常に困難」と
し、退職金の功労報償的性格や賃金後払い的
性格を考慮して不支給の可否を判断するのは
不適切と判示している点に、これまでの判断
枠組みとは異なる特徴があります。

退職金全額不支給を認める退職金全額不支給を認める
本件は、機密情報を持ち出して懲戒解雇され

た銀行員Ｘが、懲戒解雇の無効を主張し、労働

契約上の地位確認と退職金の支払いを求めた控

訴審です。懲戒解雇を有効とし、退職金請求額

の3割を認容した一審に対し、東京高裁はＸ

の行為は情報の厳格管理等が求められる銀行業

の信用を著しく毀損したとして、退職金につい

ては全額不支給を有効としました。

Ｍ 銀 行 事 件
　 東 京 高 等 裁 判 所

（令3・2・24判決）
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データバンク

非就業者の女性の就業意向は、「職業を持
つつもりはない」（49.9％）が半数を占める
ものの、「すぐにでも／よい仕事があれば職
業を持ちたい」も30.7％にのぼっています
（図1）。
また、非就業者のうち、最近 1年間に仕事
探しをした人は17.5％で、うち約
6割は「仕事探しをしたが、見つ
からずに、現在も仕事探しの最中
／現在は仕事探しをやめている」
としており、働く意欲はあっても
就業できないでいる人が一定数い
ることが分かります（図2）。
非就業者が現在働いていない理
由では、「家事、育児、介護など
で働く時間がないので」（18.5％）
が最も多く、次いで「経済的に働
く必要がない、働かなくてもやっ
ていけるので」（13.6％）、「仕事
をする自信がないので」（13.5％）、
「病気・けがなどの健康的な理由
で難しいので」（13.2％）の順と
なっています。年齢別には、30代・
40代では「家事、育児、介護など
で働く時間がないので」が多く、
また、ブランク期間が長い人ほど
「仕事をする自信がないので」が多くなって
います（図3）。
就職への不安については、「人間関係に
おいてうまくやっていけるか」（41.9％）が
最も多く、次いで「体力面で感じる不安」
（40.2％）、「年齢制限によって仕事が見つけ
にくいのではないか」（32.7％）、「新たに仕

事を覚えることが出来るか」（32.3％）の順
となっています。年代的な特徴としては、40
代・50代で「離職期間が長いことによって感
じる不安」「パソコンなど新しい機器をうま
く使いこなすことができない」なども多く
なっています（図4）。

仕事を選ぶ際の就業条件で重視
するものとしては、「安心して働
けそうであること」（72.9％）、「休
暇をとりやすいこと」（67.5％）、
「通勤の便が良いこと」（67.4％）
などが高くなっています。なお、
正社員・正職員、契約社員・派遣
社員では、社会保険の完備や給与
の高さを重視しているのに対し、
非就業者では「安心して働けそう
であること」（78.8％）、「希望す
る勤務地であること」（72.1％）、
「希望する休日、残業、勤務時間
であること」（71.5％）などが重
視されています。
コロナ禍からの経済活動の回復
が進むなかで、人手不足は深刻化
を増しています。本調査の結果を
みれば、非就業の女性に働いても
らう余地はまだありそうです。30

代・40代の子育て世代では 1日 4時間程度の
勤務を望む人が多かったりするなど、さまざ
まな事情に寄り添った、より多様で柔軟な働
き方を会社側が提供できるか否かがカギを
握っているといえるかもしれません。

株式会社リクルート(北村吉弘代表取締役
社長)は、「女性の就業に関する1万人調査
2023」の結果をまとめ、公表しました。
非就業者の3人に1人は、良い仕事があれ

ばすぐにでも働きたいと高い就業意欲を示
す一方、子育て･家事などの制約や働くこと
への不安感の強さから、二の足を踏む人が
多い実情が見えてきます。

女性の就業に関する１万人調査2023
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データバンク
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全体 3,980 18.5 13.6 13.5 13.2 4.7 1.5 6.2 38.5

非就業者

・

年齢別

18－29歳 626 14.2 1.0 9.3 6.9 29.2 5.0 5.3 35.3
30－39歳 534 41.8 7.1 15.5 12.5 0.2 1.1 5.4 27.2
40－49歳 719 24.6 11.1 21.0 18.2 0.1 1.1 3.2 34.4
50－54歳 400 18.3 15.5 13.3 19.3 0.0 0.8 3.5 40.8
55－59歳 414 15.2 20.8 11.4 18.1 0.0 1.4 4.1 39.1
60－64歳 505 12.5 21.8 12.5 12.7 0.0 0.4 6.9 43.4
65－69歳 782 6.0 20.2 10.7 8.6 0.1 0.6 12.0 48.1

非就業者

・

ブランク別

1年未満 315 19.0 7.9 8.3 13.7 7.9 2.2 17.1 29.5
１年～３年未満 335 36.1 5.4 12.5 17.0 1.8 1.8 9.9 24.8
３年～５年未満 224 40.2 4.9 17.9 16.1 2.2 1.3 6.3 23.7
５年～ 10年未満 274 41.2 9.5 20.4 16.1 0.0 2.2 4.0 21.2
10年以上 496 27.2 10.3 21.8 19.0 0.0 0.8 4.4 33.3
仕事をしたことがない 350 4.0 0.9 12.6 9.1 41.7 6.0 4.6 28.9

※ブランク別は就業意向有りのみに聴取しているため n=1,994
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全体 1,994 41.9 40.2 32.7 32.3 29.1 28.3 27.0 26.8 26.6 26.3 24.0 19.7 18.3 18.2 16.6 14.2 13.2 8.3 0.6 10.1

非就業者

・

年齢別

18－29歳 489 37.6 23.7 5.9 22.7 18.4 27.0 24.7 23.1 20.0 10.0 21.9 18.6 9.4 10.4 15.3 9.4 10.8 9.0 0.8 21.3
30－39歳 393 42.0 36.1 21.1 28.5 43.3 31.8 27.7 26.0 33.8 32.1 26.0 18.8 13.5 17.3 39.2 19.1 31.6 21.6 0.5 6.6
40－49歳 462 50.0 48.7 39.2 39.4 38.7 33.1 32.0 34.0 29.7 34.8 29.0 19.7 23.2 23.6 19.5 19.7 16.2 6.7 0.4 6.7
50－54歳 213 46.5 46.0 54.5 36.6 30.5 28.6 27.2 29.6 24.9 31.5 22.1 21.6 25.8 26.8 3.8 13.1 2.8 1.4 0.0 5.2
55－59歳 172 45.3 54.7 56.4 39.0 19.8 22.7 28.5 23.8 28.5 31.4 22.7 23.3 23.8 17.4 1.7 9.9 1.7 0.6 1.2 4.7
60－64歳 134 29.9 50.7 52.2 35.8 20.9 25.4 18.7 20.1 23.9 22.4 21.6 17.9 26.9 19.4 0.7 9.7 0.7 0.7 1.5 6.0
65－69歳 131 29.0 44.3 58.0 35.9 11.5 15.3 22.1 23.7 21.4 29.0 15.3 20.6 20.6 16.8 0.8 9.9 1.5 0.8 0.0 10.7

図表１ 非就業者の就業意向 図表２ 非就業者の最近１年間の仕事探し経験

図表３ 現在仕事をしていない理由

図表４ 就職への不安

すぐにでも職業を持ちたい

よい仕事があれば職業を持ちたい

いずれは職業を持ちたい

職業を持つつもりはない

仕事探しをした
仕事探しをしていない

仕事探しをして、新しい仕事が決まった

仕事探しをしたが、見つからずに、現在は仕事探しをやめている
仕事探しをしたが、見つからずに、現在も仕事探しの最中

仕事探しを始めたばかり

24.3％24.3％

30.7％30.7％

61.8％61.8％

19.4％19.4％ 49.9％49.9％

17.5％17.5％

16.1％16.1％ 39.3％39.3％ 22.5％22.5％ 22.1％22.1％

82.5％82.5％

6.4％6.4％

0％0％ 20％20％ 40％40％ 60％60％ 80％80％ 100％100％ 0％0％ 20％20％ 40％40％ 60％60％ 80％80％ 100％100％
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業務命令であれば賃金支払いを

自宅待機命令は、従業員に対して出
勤を禁止し、自宅で待機し業務を行わ

ないことを命じる業務命令といえます。会社
は従業員に対して雇用契約上の業務命令権を
有しており、従業員に自宅待機させる場合に
は、就業規則における根拠規定は不要とされ
ています。
会社が従業員に自宅待機を命じるケースと
しては、天災事変あるいは経営悪化などで事
業所を一時閉鎖する場合のほか、従業員の問
題行動への対応として、その必要な調査のた
めに行う場合などがあります。ただし、不合
理な自宅待機命令は権限の濫用とされること
もありますので注意が必要です。退職を迫る

目的で自宅待機命令を出したり、調査と称し
て長期間にわたって調査をせずに放置したり
すれば、業務命令権の濫用として無効とされ
る可能性があります。ご質問にあるような、
懲戒処分に該当する可能性がある事案で、そ
の事実確認のため当事者に自宅待機を命じる
ことには正当な理由があるといえるでしょ
う。
自宅待機命令と似たものに、出勤停止処分
があります。会社に出勤させないことには変
わりありませんが、自宅待機は業務命令であ
り、出勤停止処分は懲戒処分です。ですから、
業務命令である自宅待機命令については、そ
れが当該従業員の問題行動の調査を目的とし
たものだとしても制裁の意味合いは含まれて
いません。それに対し、出勤停止処分は懲戒
処分の一種であり、その意味合いは制裁のた
めとなります。
ご質問にある自宅待機期間の賃金の支払い
については、出勤停止処分と対比すると分か
りやすいと思いますが、自宅待機命令は業務
命令によって従業員を自宅待機させるもので
すから、従業員を就労させないことに特段の
緊急かつ合理的な理由がないのであれば、使
用者の都合によるものとして賃金全額を支払
う必要があるといえます。これに対して、懲
戒処分である出勤停止処分の場合、その期間
中、就労させないことに、その期間中の賃金
を支払わないことが当然に含まれると考えら
れることから、賃金の支払いは不要となりま
す。
なお、自宅待機を懲戒処分として科した場
合、その後、同じ問題行為についてさらに処
分を科すことは二重処罰になりますので行え
ませんが、問題行動の調査のための業務命令
としての自宅待機であれば、当然、調査結果
に基づいて懲戒処分を科したとしても二重処
罰に該当することにはなりません。

問題行動による自宅待機

期間中の賃金支払いは必

要ですか

業務命令と懲戒処分業務命令と懲戒処分

ＡＡ

職場で上司による部下へのパワ
ハラ問題が起こりました。このた

め、当事者はもちろん、周囲の従業員か
らも話を聞くといった調査を行い、その
結果を踏まえて上司である従業員の処分
を検討したいと考えています。処分が決
まるまでの間、加害者とされる上司につ
いては自宅待機を命じることにしました
が、その期間についてやはり賃金を支払
う必要があるのでしょうか。ご教示願い
ます。

QQ
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健康保険から給付可能性が大

結論からいえば、健康保険からの給
付を受けられる可能性が高いといえま

す。
健康保険と労災保険との適用関係を整理す

ると次のようになります。従来、健康保険の
給付範囲は業務外の傷病と解釈されてきまし
たが、それでは労災保険からの給付がない場
合、健康保険でも「業務上」と判断され、健
康保険と労災保険のいずれからも給付を受け
られない事態が生じます。このため、健康保
険法の改正により平成25年10月 1日以降、労
災保険の給付が受けられない場合には、健康
保険の対象とすることになりました。
それなら、労災保険に特別加入していない
会社役員の場合、労災保険からの給付はあ
りませんので、健康保険の保険給付の対象に
なってもよさそうです。しかし、健康保険法
53条の 2において、「使用者側の業務上の負
傷に対する補償は全額使用者側の負担で行う
べき」という観点から、労使折半の健康保険
からの給付は行わないとする特例が設けられ
ています。
そうであれば、ご質問者のケースは健康保
険の適用はなさそうですが、同条には例外規
定があり、「被保険者の数が 5人未満である
適用事業所に使用される法人の役員としての
業務であって厚生労働省令で定めるものを除
く」とされています。ですから、被保険者が
5人未満である適用事業所に所属する法人
の代表者の場合、「当該法人における従業員
が従事する業務と同一であると認められるも
の」（健康保険法施行規則52条の 2）による
傷病であれば、健康保険からの給付を受けら
れることになります。

事業主の業務上災害の
治療費は、全額自己負
担となるか

健康保険法健康保険法

ＡＡ

3カ月前に仲間三人で建設会社
を設立し、私が社長を務めていま

す。先日、現場で重量物を足に落下させ
てしまい、足の指を骨折しました。業務
上災害ですから健康保険が使えないこと
は承知していますが、かといって事業主
ですので労災保険の適用もありません。
起業したばかりで労災保険の特別加入の
手続きもとっていないのですが、治療費
は全額自己負担しなければならないので
しょうか。

QQ

▽ こ ど も 家 庭 庁

▽

子ども政策の司令塔として、
令和 5年 4月1日に発足した行
政機関。総理大臣直属の機関と

して、少子化対策など子ども政
策について府省庁で横断的に取
り組むべき政策を企画・立案し、
主導していく役割を担います。
こども家庭庁の体制はおよそ

400 人。内閣府、厚生労働省か
ら関係部局が移管され、各府省
庁に改善を求める「勧告権」も
有しています。児童手当の支給、

妊娠から出産・子育てまでの一
貫した支援、保育行政、児童虐
待・いじめ・貧困対策など、広
く子どもに関する政策を担当し
ます。
なお、教育に関わる施策に関

しては、従来どおり文部科学省
と連携しながら政策を進めるこ
とになっています。
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とぴっくす

労働条件明示ルールの改正労働条件明示ルールの改正 
 ―2024年4月から

令和6年 4月から労働条件の明示ルールが
改正されます。昨年12月の厚労省の労働政策審
議会労働条件分科会報告「今後の労働契約法
制及び労働時間法制の在り方について」を受け
て、労基法施行規則等の改正により、労働者全
般の雇用ルールの明確化と、有期契約労働者の
無期転換ルールの見直しなどが図られます。

1 すべての労働者への
明示事項            

すべての労働者に関するものでは、就業場
所・業務の変更の範囲について、労働契約の
締結と有期労働契約の更新のタイミングごと
に、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内
容に加え、これらの「変更の範囲」（将来の
配置転換などによって変わり得る就業場所・
業務の範囲）についても明示が必要になりま
す（労基法施行規則 5条改正）。

2 有期契約労働者への
明示事項            

①更新上限の明示（労基法施行規則 5 条改正）
有期契約労働者に関しては、有期労働契約
の締結と契約更新のタイミングごとに、更新
上限（有期労働契約の通算契約期間または更
新回数の上限）の有無と内容の明示が必要に
なります。
② 更新上限を新設・短縮する場合の説明（有

期労働契約の締結、更新及び雇止めに関す
る基準について定めた厚労大臣告示（雇止
め告示）改正）
前記の更新上限の明示に併せて、①最初の
契約締結より後に更新上限を新たに設ける場
合、②最初の契約締結の際に設けていた更新

上限を短縮する場合には、その理由を有期契
約労働者にあらかじめ（更新上限の新設・短
縮をする前のタイミングで）説明することが
必要になります。
③ 無期転換申込機会の明示（労基法施行規則

5 条改正）
有期契約労働者の無期転換とは、同一の使
用者との間で、有期労働契約が通算 5年を超
えるときは、労働者の申込みにより、期間の
定めのない労働契約（無期労働契約）に転換
する制度です。
この「無期転換申込権」が発生する更新の
タイミングごとに、無期転換を申し込むこと
ができる旨（無期転換申込機会）の明示が必
要になります。初めて無期転換申込権が発生
する有期労働契約が満了した後も、有期労働
契約を更新する場合は、更新のたびに無期転
換申込機会の明示が必要になります。④無期
転換後の労働条件の明示（労基法施行規則 5
条改正）
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミ
ングごとに、無期転換後の労働条件の明示が
必要になります。初めて無期転換申込権が発
生する有期労働契約が満了した後も、有期労
働契約を更新する場合は、更新のたびに無期
転換後の労働条件の明示が必要になります。
なお、「雇止め告示」の改正により、「無期
転換申込権」が発生する更新のタイミングご
とに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定
するに当たって、他の通常の労働者（正社員
等のいわゆる正規型の労働者および無期雇用
フルタイム労働者）とのバランスを考慮した
事項（例：業務の内容、責任の程度、異動の
有無・範囲など）について、有期契約労働者
に説明するよう努めなければならないことに
なります。
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